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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の薬液が含浸される清掃シートであって、
　清掃対象に対して所定の清掃作業を行うことが可能に構成された清掃領域を有し、
　前記清掃領域は、第１シート状部材と第２シート状部材を積層することにより構成され
、
　前記第１シート状部材は、吸水性繊維を有する不織布により構成されるとともに、前記
所定の薬液が含浸され、
　前記第２シート状部材は、吸水性繊維を有する不織布により構成されるとともに、前記
所定の薬液が含浸され、
　湿潤状態に置かれた前記第１シート状部材は、湿潤状態に置かれた前記第２シート状部
材よりも剛性が低い低剛性部を構成し、
　前記清掃領域の、清掃対象に当接される清掃対象当接部は、前記第１シート状部材によ
り構成され、
　前記第１シート状部材は、第１シート状部材面状領域を有し、
　前記第１シート状部材面状領域は、凹部と、前記凹部よりも前記第１シート状部材面状
領域における外側方向に突出する凸部と、有し、
　前記第１シート状部材に形成された前記凹部または前記凸部は、前記第１シート状部材
面状領域においてランダム状に設けられており、
　前記第２シート状部材は、第２シート状部材面状領域を有し、
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　前記第２シート状部材面状領域は、凹部と、前記凹部よりも前記第２シート状部材面状
領域における外側方向に突出する凸部と、有し、
　前記第２シート状部材に形成された前記凹部または前記凸部は、前記第２シート状部材
面状領域においてランダム状に設けられており、
　前記第１シート状部材面状領域と前記第２シート状部材面状領域は、互いに対向するよ
う配置されることを特徴とする清掃シート。
【請求項２】
　請求項１に記載された清掃シートであって、
　湿潤状態に置かれた前記第２シート状部材は、湿潤状態に置かれた前記第１シート状部
材よりも剛性が高い高剛性部を構成することを特徴とする清掃シート。
【請求項３】
　請求項１または２に記載された清掃シートであって、
　前記第１シート状部材を構成する前記不織布は、親水性繊維を有することを特徴とする
清掃シート。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載された清掃シートであって、
　前記第２シート状部材を構成する前記不織布は、親水性繊維を有することを特徴とする
清掃シート。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載された清掃シートであって、
　前記第１シート状部材を構成する前記不織布は、熱溶着繊維と、熱収縮性繊維とを有し
、
　前記凹部または前記凸部は、収縮された前記熱収縮性繊維により構成されることを特徴
とする清掃シート。
【請求項６】
　請求項１～５いずれか１項に記載された清掃シートであって、
　前記第２シート状部材を構成する前記不織布は、熱溶着繊維と、熱収縮性繊維とを有し
、
　前記凹部または前記凸部は、収縮された前記熱収縮性繊維により構成されることを特徴
とする清掃シート。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載された清掃シートであって、
　前記第１シート状部材は、外周から設けられた第１シート状部材切込み要素と、第１シ
ート状部材短冊要素とを有し、
　前記第１シート状部材切込み要素は、複数の第１シート状部材切込み部を有し、
　前記第１シート状部材短冊要素は、隣り合う前記第１シート状部材切込み部の間に設け
られた複数の第１シート状部材短冊部を有することを特徴とする清掃シート。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載された清掃シートであって、
　前記第２シート状部材は、外周から設けられた第２シート状部材切込み要素と、第２シ
ート状部材短冊要素とを有し、
　前記第２シート状部材切込み要素は、複数の第２シート状部材切込み部を有し、
　前記第２シート状部材短冊要素は、隣り合う前記第２シート状部材切込み部の間に設け
られた複数の第２シート状部材短冊部を有することを特徴とする清掃シート。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載された清掃シートであって、
　使用者に把持される保持具を保持するための保持領域をさらに有することを特徴とする
清掃シート。
【請求項１０】
　請求項９に記載された清掃シートであって、
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　前記清掃領域は、前記保持領域の一方側に設けられる第１清掃領域と、
　前記保持領域の他方側に設けられる第２清掃領域と、を有することを特徴とする清掃シ
ート。
【請求項１１】
　保持具と、前記保持具に装着されるとともに所定の薬液が含浸される清掃シートとによ
り構成される清掃用具であって、
　前記保持具は、
　使用者に把持される把持部と、
　前記把持部に連接される長尺部と、を有し、
　前記清掃シートは、
　前記長尺部を装着するために構成された保持部と、
　清掃対象に対して所定の清掃作業を行うことが可能に構成された清掃領域を有し、
　前記清掃領域は、第１シート状部材と第２シート状部材を積層することにより構成され
、
　前記第１シート状部材は、吸水性繊維を有する不織布により構成されるとともに、前記
所定の薬液が含浸され、
　前記第２シート状部材は、吸水性繊維を有する不織布により構成されるとともに、前記
所定の薬液が含浸され、
　湿潤状態に置かれた前記第１シート状部材は、湿潤状態に置かれた前記第２シート状部
材よりも剛性が低い低剛性部を構成し、
　前記清掃領域の、清掃対象に当接される清掃対象当接部は、前記第１シート状部材によ
り構成され、
　前記第１シート状部材は、第１シート状部材面状領域を有し、
　前記第１シート状部材面状領域は、凹部と、前記凹部よりも前記第１シート状部材面状
領域における外側方向に突出する凸部と、有し、
　前記第１シート状部材に形成された前記凹部または前記凸部は、前記第１シート状部材
面状領域においてランダム状に設けられており、
　前記第２シート状部材は、第２シート状部材面状領域を有し、
　前記第２シート状部材面状領域は、凹部と、前記凹部よりも前記第２シート状部材面状
領域における外側方向に突出する凸部と、有し、
　前記第２シート状部材に形成された前記凹部または前記凸部は、前記第２シート状部材
面状領域においてランダム状に設けられており、
　前記第１シート状部材面状領域と前記第２シート状部材面状領域は、互いに対向するよ
う配置されることを特徴とする清掃用具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、清掃対象を清掃するための清掃シートおよび清掃用具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特表２０１０－５０００８８号公報には、保持具に装着される清掃シートが記載されて
いる。当該清掃シートは、把持部を有する保持具に装着されるとともに複数のシート状部
材を積層することにより構成され、所定の薬液を含浸した状態で使用されるよう構成され
ていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１０－５０００８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　当該清掃シートは、所定の薬液を含浸した湿潤状態で使用されることにより、清掃対象
の汚れを溶解して拭うことや、家具などの艶出しを行うことが可能であった。
　一方、清掃シートが湿潤状態で使用されるため、隣接するシート状部材同士が貼り付き
、自重により懸下される現象が生じていた。当該現象によって、最初に清掃対象に当接さ
れる清掃シートの面積が減少されてしまうため、清掃当初において清掃シートの清掃領域
を活用しにくい場合があった。
　本発明は、このような点に鑑みて創案されたものであり、清掃領域を効率的に活用する
ための清掃シートおよび清掃用具に関する一層合理的な構築技術を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明に係る清掃シートは、所定の薬液が含浸される清掃シ
ートであって、清掃対象に対して所定の清掃作業を行うことが可能に構成された清掃領域
を有する。
　清掃シートに含浸される薬液は、汚れを溶解するための界面活性剤や、ワックス剤が溶
解された水溶液を使用することができる。また、清掃シートに対する薬液の含浸は製造過
程において行うことができる。一方、使用者が乾燥状態の清掃シートに対して薬液を含浸
させることも可能である。
【０００６】
　本発明に係る清掃シートでは、清掃領域は、第１シート状部材と第２シート状部材を積
層することにより構成される。第１シート状部材は、吸水性繊維を有する不織布により構
成されるとともに、所定の薬液が含浸され、第２シート状部材は、吸水性繊維を有する不
織布により構成されるとともに、所定の薬液が含浸される。
　第１シート状部材と第２シート状部材は、交互に配置することが可能である。
　第１シート状部材が吸水性繊維を有する不織布により構成されることによって、第１シ
ート状部材は、吸水性不織布により構成されるということができる。
　第２シート状部材が吸水性繊維を有する不織布により構成されることによって、第２シ
ート状部材は、吸水性不織布により構成されるということができる。
【０００７】
　本発明に係る清掃シートによれば、第１シート状部材および第２シート状部材に薬液を
効率的に含浸させることが可能となる。なお、吸水性繊維の代表的な例としては多孔質の
構造を持つ繊維を挙げることができ、より具体的にはパルプ、コットン、麻などの天然繊
維や、レーヨンなどの化学繊維を挙げることができる。さらに、不織布は、当該吸水性繊
維と熱溶融繊維とを有することができる。熱溶融性繊維はポリエチレン、ポリプロピレン
、ポリエステルなどを素材とする繊維が挙げられる。熱溶融繊維を使用することによって
、第１シート状部材および第２シート状部材を、スパンレース不織布や、スルーエア不織
布により得ることが可能となる。
【０００８】
　また、本発明に係る清掃シートでは、湿潤状態に置かれた第１シート状部材は、湿潤状
態に置かれた第２シート状部材よりも剛性が低い低剛性部を構成する。
　なお、湿潤状態における第１シート状部材または第２シート状部材の剛性の測定にあっ
ては、ＪＩＳ　Ｌ　１０９６に規定されるＡ法（４５度カンチレバー法）に則り測定する
ことができる。なお、測定にあたっては、第１シート状部材と第２シート状部材に対する
湿潤状態を同一とする必要がある。例えば、第１シート状部材（第２シート状部材）の乾
燥重量に対し、２．５倍の重量を有する純水を含浸させることを「湿潤状態」として定義
することができる。
【０００９】
　本発明に係る清掃シートによれば、第１シート状部材が低剛性部を構成するため、清掃
作業の初期状態において、第１シート状部材は、第２シート状部材と比して重力方向によ



(5) JP 6866558 B2 2021.4.28

10

20

30

40

50

り一層懸下されることとなる。換言すると、第１シート状部材は、第２シート状部材より
も湾曲される度合いが大きく構成される。当該構成により、湿潤状態における第１シート
状部材と第２シート状部材を離間することができるため、第１シート状部材と第２シート
状部材の貼り付きを抑制することが可能となる。これによって、第１シート状部材と第２
シート状部材とが貼り付いてしまい、重力方向に懸下される状態を抑制することができる
ため、清掃領域を効率的に活用することが可能となる。
【００１０】
　また、本発明に係る清掃シートでは、清掃領域の、清掃対象に当接される清掃対象当接
部は、第１シート状部材により構成される。具体的には、第１シート状部材を清掃領域に
おける最表面に配置することにより、第１シート状部材による清掃対象当接部を構成する
ことができる。
　本発明に係る清掃シートによれば、清掃対象当接部が第１シート状部材により構成され
るため、薬液が含浸されて第２シート状部材よりも大きく湾曲された第１シート状部材を
、的確に汚れへ当接させることができる。
【００１１】
　また、本発明に係る清掃シートでは、第１シート状部材は、第１シート状部材面状領域
を有する。当該構成にあっては、第１シート状部材面状領域は、凹部と、凹部よりも第１
シート状部材面状領域における外側方向に突出する凸部とを有する。
　本発明に係る清掃シートによれば、第１シート状部材面状領域を清掃領域における最表
面側に配置した場合には、凹部と凸部とにより清掃対象を効率的に清掃することが可能と
なる。また、第１シート状部材面状領域を第２シート状部材側に向けて配置した場合は、
第２シート状部材との接触面積を減少させることができるため、第１シート状部材と第２
シート状部材との貼り付きを効率的に抑制することが可能となる。
【００１２】
　また、本発明に係る清掃シートでは、第１シート状部材に形成された凹部または凸部は
、第１シート状部材面状領域においてランダム状に設けられる。
　本発明に係る清掃シートによれば、例えば第２シート状部材が凹部と凸部とを有してい
るとともに、第１シート状部材面状領域が第２シート状部材に向けられている場合におい
ては、第２シート状部材の凸部と第１シート状部材面状領域の凹部や、第２シート状部材
の凹部と第１シート状部材面状領域の凸部とが重なることを抑制することができる。これ
によって、第１シート状部材と第２シート状部材との貼り付きを効率的に抑制することが
可能となる。
【００１３】
　また、本発明に係る清掃シートでは、第２シート状部材は、第２シート状部材面状領域
を有する。当該構成にあっては、第２シート状部材面状領域は、凹部と、凹部よりも第２
シート状部材面状領域における外側方向に突出する凸部とを有する。
　本発明に係る清掃シートによれば、第２シート状部材面状領域を第１シート状部材側に
向けて配置した場合は、第１シート状部材との接触面積を減少させることができるため、
第２シート状部材と第１シート状部材との貼り付きを効率的に抑制することが可能となる
。
【００１４】
　また、本発明に係る清掃シートでは、第２シート状部材に形成された凹部または凸部は
、第２シート状部材面状領域においてランダム状に設けられる。
　本発明に係る清掃シートによれば、上述した第１シート状部材面状領域における凹部ま
たは凸部をランダム状に設ける場合と同様の機能を得ることができる。
【００１５】
　また本発明に係る清掃シートでは、第１シート状部材面状領域と第２シート状部材面状
領域は、互いに対向するよう配置される。
【００１６】
　また、本発明に係る清掃シートにおける解決手段の一態様として、湿潤状態に置かれた
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第２シート状部材は、湿潤状態に置かれた第１シート状部材よりも剛性が高い高剛性部を
構成することができる。
　本形態に係る清掃シートによれば、第１シート状部材が低剛性部を構成し、第２シート
状部材が高剛性部を構成するため、使用者が清掃領域を清掃対象に当接させる前の状態に
おいて、第１シート状部材と第２シート状部材とが接触することを抑制することができる
。これによって、第１シート状部材と第２シート状部材における離間状態を効率的に維持
することが可能となる。
【００１７】
　また、本発明に係る清掃シートにおける解決手段の一態様として、第１シート状部材は
、親水性繊維を有する不織布により構成することができる。当該構成によって、第１シー
ト状部材は親水性不織布により構成されるということができる。また、親水性繊維を使用
することにより、不織布における水分の吸収性を向上させることができる。この意味にお
いて、当該不織布は吸水性不織布であると言うことができる。
　本形態に係る清掃シートによれば、第１シート状部材に薬液を効率的に含浸させること
が可能となる。なお、親水性繊維の代表的な例として、パルプ、コットン、麻などの天然
繊維や、レーヨン、テンセルやアセテートなどの化学繊維が挙げられる。また、親水性繊
維は物性として親水性を有していれば足りるものであり、疎水性の繊維に親水性コーティ
ングを施したものを使用することもできる。さらに、不織布は、当該親水性繊維と熱溶融
繊維とを有することができる。熱溶融性繊維はポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエス
テルなどを素材とする繊維が挙げられる。熱溶融繊維を使用することによって、第１シー
ト状部材をスパンレース不織布や、スルーエア不織布により得ることが可能となる。
【００１８】
　また、本発明に係る清掃シートにおける解決手段の一態様として、第２シート状部材は
、親水性繊維を有する不織布により構成することができる。当該構成によって、第２シー
ト状部材は親水性不織布により構成されるということができる。また、第２シート状部材
は吸水性不織布により構成されるということができる。
　本形態に係る清掃シートによれば、第２シート状部材に薬液を効率的に含浸させること
が可能となる。なお、親水性繊維の具体例や、親水性不織布を用いた不織布の具体例は上
述した第１シート状部材に係る構成と同様である。
【００１９】
　また、本発明に係る清掃シートにおける解決手段の一態様として、第１シート状部材は
、熱溶着繊維と、熱収縮性繊維とを有する不織布により構成することができる。当該構成
にあっては、凹部または凸部は、収縮された熱収縮性繊維により構成することができる。
　本形態に係る清掃シートによれば、熱収縮性繊維の収縮により凹部または凸部を容易に
構成することができ、さらに、当該凹部または凸部をランダム状に配置することが可能と
なる。
【００２０】
　また、本発明に係る清掃シートにおける解決手段の一態様として、第２シート状部材は
、熱溶着繊維と、熱収縮性繊維とを有する不織布により構成することができる。当該構成
にあっては、凹部または凸部は、収縮された前記熱収縮性繊維により構成することができ
る。
　本形態に係る清掃シートによれば、上述した第１シート状部材を、熱溶着繊維と、熱収
縮性繊維とを有する不織布により構成した場合と同様の機能を得ることができる。
【００２１】
　また、本発明に係る清掃シートにおける解決手段の一態様として、第１シート状部材は
、外周から設けられた第１シート状部材切込み要素と、第１シート状部材短冊要素とを有
することができる。当該構成にあっては、第１シート状部材切込み要素は、複数の第１シ
ート状部材切込み部を有する。また、第１シート状部材短冊要素は、隣り合う第１シート
状部材切込み部の間に設けられた複数の第１シート状部材短冊部を有することができる。
　本形態に係る清掃シートによれば、湿潤状態における複数の第１シート状部材短冊部が
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清掃対象に当接されることとなる。よって、使用者は、汚れに対し薬液を塗布するととも
に溶解し、さらに拭い去る作業を効率的に行うことが可能となる。
【００２２】
　また、本発明に係る清掃シートにおける解決手段の一態様として、第２シート状部材は
、外周から設けられた第２シート状部材切込み要素と、第２シート状部材短冊要素とを有
することができる。当該構成にあっては、第２シート状部材切込み要素は、複数の第２シ
ート状部材切込み部を有する。また、第２シート状部材短冊要素は、隣り合う第２シート
状部材切込み部の間に設けられた複数の第２シート状部材短冊部を有することができる。
　本形態に係る清掃シートによれば、湿潤状態における複数の第２シート状部材短冊部が
清掃対象に当接されることとなる。よって、使用者は、汚れに対しに薬液を塗布するとと
もに溶解し、さらに拭い去る作業を効率的に行うことが可能となる。また、清掃領域がさ
らに前述した第１シート状部材短冊部を有する場合には、上述した清掃作業に係る効率を
向上させることが可能となる。
【００２３】
　また本発明に係る清掃シートにおける解決手段の一態様として、使用者に把持される保
持具を保持するための保持領域をさらに有することができる。
　本形態に係る清掃シートによれば、使用者は保持部を把持して清掃シートを操作するこ
とができるため、湿潤状態の清掃シートを手で保持することなく、清潔な状態にて清掃作
業を行うことが可能となる。なお、保持領域は保持具の構成に基づき形成することができ
る。
【００２４】
　また、本発明に係る清掃シートにおける解決手段の一態様として、清掃領域は、保持領
域の一方側に設けられる第１清掃領域と、保持領域の他方側に設けられる第２清掃領域と
、を有することができる。
　本形態に係る清掃シートによれば、保持領域の両側に清掃領域が構成されているため、
第１清掃領域が汚れた場合には、第２清掃領域により清掃作業を行うことができる。これ
によって、清掃シートを効率的に使用することが可能となる。
【００２５】
　また、上記課題を解決するため、本発明に係る清掃用具は、保持具と、保持具に装着さ
れるとともに所定の薬液が含浸される清掃シートとを有する。保持具は、使用者に把持さ
れる把持部と、把持部に連接される長尺部と、を有する。清掃シートは、長尺部を装着す
るために構成された保持部と、清掃対象に対して所定の清掃作業を行うことが可能に構成
された清掃領域を有する。清掃領域は、第１シート状部材と第２シート状部材を積層する
ことにより構成される。第１シート状部材は、吸水性繊維を有する不織布により構成され
るとともに、所定の薬液が含浸され、第２シート状部材は、吸水性繊維を有する不織布に
より構成されるとともに、所定の薬液が含浸される。湿潤状態に置かれた第１シート状部
材は、湿潤状態に置かれた第２シート状部材よりも剛性が低い低剛性部を構成する。清掃
領域の、清掃対象に当接される清掃対象当接部は、第１シート状部材により構成される。
【００２６】
　また、第１シート状部材は、第１シート状部材面状領域を有する。第１シート状部材面
状領域は、凹部と、凹部よりも第１シート状部材面状領域における外側方向に突出する凸
部と有する。第１シート状部材に形成された凹部または凸部は、第１シート状部材面状領
域においてランダム状に設けられる。
　また、第２シート状部材は、第２シート状部材面状領域を有する。第２シート状部材面
状領域は、凹部と、凹部よりも第２シート状部材面状領域における外側方向に突出する凸
部とを有する。第２シート状部材に形成された凹部または凸部は、第２シート状部材面状
領域においてランダム状に設けられる。
　また、第１シート状部材面状領域と第２シート状部材面状領域は、互いに対向するよう
配置される。
【発明の効果】
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【００２７】
　本発明によれば、清掃領域を効率的に活用するための清掃シートおよび清掃用具に関す
る一層合理的な構築技術を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る清掃用具の斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る保持具の平面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る清掃シートの概要を示す説明図である。
【図４】当該清掃シートの要部を示す拡大図である。
【図５】当該清掃シートの平面図である。
【図６】第１シート状部材における短冊部の構成を示す説明図である。
【図７】第２シート状部材における短冊部の構成を示す説明図である。
【図８】第１シート状部材における凹部と凸部の構成を示す説明図である。
【図９】第２シート状部材における凹部と凸部の構成を示す説明図である。
【図１０】当該清掃シートの動作を示す説明図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る清掃シートの概要を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明に係る実施形態を図１～図１１に基づき説明する。図１～図１０は本発明に係る
第１実施形態を示す図であり、図１１は本発明に係る第２実施形態を示す図である。
　第２実施形態において、第１実施形態と同一または近い構成や機能を奏する部品または
構造体は、第１実施形態と同一の部品名称および符号を用いて、その説明を省略する場合
がある。
【００３０】
（第１実施形態の説明）
　本発明に係る第１実施形態を図１から図１０に基づき説明する。図１は清掃用具Ａ１０
０を示す斜視図である。図１に示す通り清掃用具Ａ１００は、保持具Ｃ１００と、保持具
Ｃ１００に着脱自在とされた清掃シートＢ１００とにより構成される。清掃シートＢ１０
０には保持具Ｃ１００が装着される保持領域Ｂ１１０が構成される。なお、清掃シートＢ
１００において清掃対象に当接される領域は清掃領域Ｂ１２０を構成する。この清掃用具
Ａ１００が本発明に係る「清掃用具」の一例であり、保持具Ｃ１００が本発明に係る「保
持具」の一例であり、清掃シートＢ１００が本発明に係る「清掃シート」の一例であり、
保持領域Ｂ１１０が本発明に係る「保持領域」の一例であり、清掃領域Ｂ１２０が本発明
に係る「清掃領域」の一例である。
【００３１】
　清掃シートＢ１００は、清掃シートＢ１００のみで販売される場合と、清掃シートＢ１
００と保持具Ｃ１００とが同時に梱包されて清掃用具Ａ１００として販売される場合があ
る。清掃シートＢ１００は、一回使用を目安とした使い捨てタイプのものや、清掃対象の
被清掃面から除去したごみや埃を保持しつつ複数回の使用を目安として交換を行う使い捨
てタイプのものであってもよい。
【００３２】
　なお、清掃シートＢ１００には所定の薬液が含浸される。第１実施形態においては、製
造工程において洗浄剤が含浸された清掃シートＢ１００に基づき説明を行う。乾燥重量の
清掃シートＢ１００に対して２．５倍の重量を有する洗浄剤が含浸されている。
【００３３】
　図１に示す通り、清掃シートＢ１００は、所定の清掃シート第１方向Ｂ１００ｙと、清
掃シート第２方向Ｂ１００ｘを規定する。清掃シート第２方向Ｂ１００ｘは清掃シート第
１方向Ｂ１００ｙと交差する方向であり、清掃シートＢ１００の長尺方向は清掃シート第
１方向Ｂ１００ｙに延在される。
【００３４】
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　また、図３に基づき後述する通り、清掃シートＢ１００は第１シートＢ２１０と第２シ
ートＢ２２０とを積層することにより構成される。この第１シートＢ２１０と第２シート
Ｂ２２０が積層される方向は積層方向Ｂ１００ｚを規定する。積層方向Ｂ１００ｚは、清
掃領域Ｂ１２０における最表面側により第１側Ｂ１００ｚ１を規定し、当該第１側Ｂ１０
０ｚ１と反対側である第２側Ｂ１００ｚ２を規定する。なお、図１１に基づき後述する第
２実施形態に係る清掃シートＢ１０１は、保持領域Ｂ１１０の両側に清掃領域Ｂ１２０が
構成されている。当該構成にあっては、いずれか一方の清掃領域Ｂ１２０における最表面
側により第１側Ｂ１００ｚを規定することができる。
【００３５】
　保持領域Ｂ１１０は清掃シート第１方向Ｂ１００ｙに延在される。なお、清掃シート第
１方向Ｂ１００ｙにおいて、清掃シートＢ１００に保持具Ｃ１００を装着する側は挿入側
Ｂ１００ｙ１を規定し、清掃シートＢ１００から保持具Ｃ１００を抜去する側は離脱側Ｂ
１００ｙ２を規定する。
　なお、保持具Ｃ１００の延在方向は、清掃シートＢ１００に保持具Ｃ１００を装着した
状態における、清掃シートＢ１００の延在方向に基づき規定される。すなわち、保持具Ｃ
１００において、清掃シートＢ１００の保持部Ｂ３００に挿入される長尺部Ｃ１１０は、
清掃シート第１方向Ｂ１００ｙに延在する。
【００３６】
（保持具の説明）
　図２に基づき保持具Ｃ１００の説明を行う。図２は保持具Ｃ１００の全体を示す平面図
である。
　図２に示す通り、保持具Ｃ１００は、清掃シートＢ１００の保持領域Ｂ１１０に装着さ
れる長尺部Ｃ１１０と、使用者に把持されるハンドル部Ｃ１６０とを有する。長尺部Ｃ１
１０は、先端部Ｃ１２０と、基部Ｃ１３０と、当該先端部Ｃ１２０と基部Ｃ１３０との間
に延在する延在部Ｃ１４０とを有する。延在部Ｃ１４０は、基部Ｃ１３０から二股状に形
成される。よって、基部Ｃ１３０は単一であるが、延在部Ｃ１４０と先端部Ｃ１２０とは
それぞれ２つずつ構成される。ハンドル部Ｃ１６０は、先端部Ｃ１６１と、後端部Ｃ１６
２と、当該先端部Ｃ１６１と後端部Ｃ１６２との間に延在する把持部Ｃ１６３とを有する
。長尺部Ｃ１１０の基部Ｃ１３０と、ハンドル部Ｃ１６０の先端部Ｃ１６１とは、着脱自
在に構成されている。この長尺部Ｃ１１０が本発明に係る「長尺部」の一例であり、把持
部Ｃ１６３が本発明に係る「把持部」の一例である。保持具Ｃ１００は、樹脂材料にて成
型されている。
【００３７】
（清掃シートに係る説明）
　図３から図９に基づき、清掃シートＢ１００の基本構成を説明する。まず、図３により
清掃シートＢ１００の全体構成を説明する。図３は、図５に示される清掃シートＢ１００
の平面図におけるＩ－Ｉ線断面図である。
【００３８】
　図５に示す通り清掃シートＢ１００は、シート状要素を主体として構成される。シート
状要素は、第１シートＢ２１０と、第２シートＢ２２０とを有する。この第１シートＢ２
１０が本発明に係る「第１シート状部材」の一例であり、第２シートＢ２２０が本発明に
係る「第２シート状部材」の一例である。
　湿潤状態に置かれた第１シートＢ２１０は、湿潤状態に置かれた第２シートＢ２２０よ
りも剛性が低い低剛性部Ｂ２１５を構成する。また、湿潤状態に置かれた第２シートＢ２
２０は、湿潤状態に置かれた第１シートＢ２１０よりも剛性が高い高剛性部Ｂ２２５を構
成する。この低剛性部Ｂ２１５が本発明に係る「低剛性部」の一例であり、高剛性部Ｂ２
２５が本発明に係る「高剛性部」の一例である。
【００３９】
　第１シートＢ２１０と、第２シートＢ２２０とは、ともに吸水性を有するスパンレース
不織布により構成される。当該構成によって、第１シートＢ２１０と第２シートＢ２２０
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は、薬液を効率的に含浸することができる。より具体的には、第１シートＢ２１０におけ
る不織布の構成繊維と配合割合は、レーヨン繊維（親水性繊維）が５０パーセント、熱溶
融繊維が３０パーセント、熱収縮繊維が２０パーセントである。第１シートＢ２１０にお
いて、熱溶融繊維はポリエチレンテレフタレートを芯材としポリエチレンを鞘材とする芯
鞘複合繊維が用いられ、熱収縮繊維は融点の異なるポリプロピレンを並列することにより
構成される、いわゆるサイドバイサイド型の構造を有する繊維が使用される。
　また、第２シートＢ２２０における不織布の構成繊維と配合割合は、レーヨン繊維（親
水性繊維）が５８パーセント、熱溶融繊維が１５パーセント、熱収縮繊維が２７パーセン
トである。第２シートＢ２２０において、熱溶融繊維はポリエチレンテレフタレート繊維
が用いられ、熱収縮繊維は融点の異なるポリプロピレンを並列することにより構成される
、いわゆるサイドバイサイド型の構造を有する繊維が使用される。なお、レーヨンは吸水
性繊維ということができる。
【００４０】
　なお、第１シートＢ２１０と第２シートＢ２２０に対し、乾燥重量の２．５倍の純水を
含浸させた状態で、ＪＩＳ　Ｌ　１０９６に規定される４５度カンチレバー法にて剛軟度
の測定を行ったところ、第１シートＢ２１０は不織布のＭＤ方向が４０．９ｍｍであり、
不織布のＣＤ方向が３６．５ｍｍであった。また、第２シートＢ２２０は不織布のＭＤ方
向が６０．５ｍｍであり、不織布のＣＤ方向が４６．６ｍｍであった。なお、第１シート
Ｂ２１０および第２シートＢ２２０における不織布のＭＤ方向は清掃シート第２方向Ｂ１
００ｘと一致され、不織布のＣＤ方向は清掃シートＢ１００ｙと一致される。
【００４１】
　図３に示す通り、清掃シートＢ１００は、第１シートＢ２１０と第２シートＢ２２０を
積層することにより構成される。なお、積層された第１シートＢ２１０と第２シートＢ２
２０とは、第１接合部Ｂ４１０と、第２接合部Ｂ４２０とにより接合される。なお、第１
接合部Ｂ４１０と第２接合部Ｂ４２０は隣接するシート状要素を熱溶着することにより構
成される。
　第１接合部Ｂ４１０は、清掃シート第２方向Ｂ１００ｘの中央において、積層方向Ｂ１
００ｚの全域に亘り設けられる。第２接合部Ｂ４２０は、清掃シート第２方向Ｂ１００ｘ
において第１接合部Ｂ４１０から所定の間隔を設けるとともに、積層方向Ｂ１００ｚの一
部に亘り設けられる。すなわち、清掃シートＢ１００は、第２接合部Ｂ４２０により接合
されるシート状要素と、第２接合部Ｂ４２０により接合されないシート状要素とを有する
。保持領域Ｂ１１０は第２接合部Ｂ４２０に接合されるシート状要素により構成され、清
掃領域Ｂ１２０は第２接合部Ｂ４２０に接合されないシート状要素により構成される。
【００４２】
　図４に基づき第１シートＢ２１０と第２シートＢ２２０の具体的な配置構造につき説明
する。清掃領域Ｂ１２０の最表面（清掃シートＢ１００において最も第１側Ｂ１００ｚ１
に位置する表面）には、第１シートＢ２１０が配置される。これによって、第１シートＢ
２１０は、清掃対象に当接される清掃対象当接部を構成することができる。第１シートＢ
２１０に隣接して第２シートＢ２２０が配置される。すなわち、清掃領域Ｂ１２０は第１
シートＢ２１０と第２シートＢ２２０とを交互に積層することにより構成される。
【００４３】
　また、保持領域Ｂ１１０は４つのシート状要素にて構成されており、第２側Ｂ１００ｚ
２から第１側Ｂ１００ｚ１へ向かって第１シートＢ２１０、第１シートＢ２１０、第２シ
ートＢ２２０、第２シートＢ２２０の順に配置されている。この内、隣接する第１シート
Ｂ２１０における一対の第２接合部Ｂ４２０同士の間は、図２にて説明した保持具Ｃ１０
０の長尺部Ｃ１１０が装着される保持部Ｂ３００とされる。保持部Ｂ３００は、第１接合
部Ｂ４１０により２つに分割されている。これによって、保持具Ｂ３００は、保持具Ｃ１
００の第１延在部Ｃ１４１と第２延在部Ｃ１４２とを装着することが可能となる。
【００４４】
　図５は清掃シートＢ１００を第２側Ｂ１００ｚ２から臨んだ状態を示す図である。最も
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第２側Ｂ１００ｚ２に配置された第１シートＢ２１０は、隣接する第１シートＢ２１０と
比して清掃シート第１方向Ｂ１００ｙにおける長さが短く構成されている。当該構成によ
って、保持部Ｂ３００の開口Ｂ３１０を、清掃シートＢ１００の内側に位置させることが
できる。これによって、使用者は、保持具Ｃ１００の第１延在部Ｃ１４１と第２延在部Ｃ
１４２を、開口Ｂ３１０を介して保持部Ｂ３００に容易に配置することが可能となる。
【００４５】
　図５に示す通り、第１シートＢ２１０は、外周から設けられた第１シート状部材切込み
要素と、第１シート状部材短冊要素とを有することができる。第１シート状部材切込み要
素は、複数の切込み部Ｂ２１３を有する。また、第１シート状部材短冊要素は、隣り合う
切込み部Ｂ２１３の間に設けられた複数の短冊部Ｂ２１４を有することができる。この切
込み部Ｂ２１３が本発明に係る「第１シート状部材切込み部」の一例であり、短冊部Ｂ２
１４が本発明に係る「第１シート状部材短冊部」の一例である。
　なお、図６は清掃シートＢ１００を第１側Ｂ１００ｚ１から臨んだ状態を示す図である
。図６に示す通り、清掃対象当接部を構成する第１シートＢ２１０にあっても、切込み部
Ｂ２１３と短冊部Ｂ２１４とが構成される。
【００４６】
　図７は、第２シートＢ２２０の構成を示す説明図である。図７に示す通り、第２シート
Ｂ２２０は、外周から設けられた第２シート状部材切込み要素と、第２シート状部材短冊
要素とを有することができる。第２シート状部材切込み要素は、複数の切込み部Ｂ２２３
を有する。また、第２シート状部材短冊要素は、隣り合う切込み部Ｂ２２３の間に設けら
れた複数の短冊部Ｂ２２４を有することができる。この切込み部Ｂ２２３が本発明に係る
「第２シート状部材切込み部」の一例であり、短冊部Ｂ２２４が本発明に係る「第２シー
ト状部材短冊部」の一例である。
【００４７】
　図８は、第１シートＢ２１０を挿入側Ｂ１００ｙ１から臨んだ図である。図８に示す通
り、第１シートＢ２１０は第１側Ｂ１００ｚ１に位置する第１面Ｂ２１１と、第２側Ｂ１
００ｚ２に位置する第２面Ｂ２１２とを有する。この第１面Ｂ２１１または第２面Ｂ２１
２が本発明に係る「第１シート状部材面状領域」の一例である。
　第１面Ｂ２１１は、凹部Ｂ２１１ｂと、当該凹部Ｂ２１１ｂよりも第１側Ｂ１００ｚ１
に突出する凸部Ｂ２１１ａとを有する。第２面Ｂ２１２は、凹部Ｂ２１２ｂと、当該凹部
Ｂ２１２ｂよりも第２側Ｂ１００ｚ２に突出する凸部Ｂ２１２ａとを有する。この凹部Ｂ
２１１ｂまたはＢ２１２ｂが本発明に係る「第１シート状部材面状領域が有する凹部」の
一例であり、凸部Ｂ２１１ａまたはＢ２１２ａが本発明に係る「第１シート状部材面状領
域が有する凸部」の一例である。
　第１面Ｂ２１１の凹部Ｂ２１１ｂおよび凸部Ｂ２１１ａと、第２面Ｂ２１２の凹部Ｂ２
１２ｂおよび凸部Ｂ２１２ａは、第１シートＢ２１０の製造時に熱収縮繊維が縮小するこ
とにより構成される。当該製造過程を経ることによって、第１面Ｂ２１１の凹部Ｂ２１１
ｂおよび凸部Ｂ２１１ａと、第２面Ｂ２１２の凹部Ｂ２１２ｂおよびと凸部Ｂ２１２ａは
ランダム状に配置される。
【００４８】
　図９は、第２シートＢ２２０を挿入側Ｂ１００ｙ１から臨んだ図である。図９に示す通
り、第２シートＢ２２０は第１側Ｂ１００ｚ１に位置する第１面Ｂ２２１と、第２側Ｂ１
００ｚ２に位置する第２面Ｂ２２２とを有する。この第１面Ｂ２２１または第２面Ｂ２２
２が本発明に係る「第２シート状部材面状領域」の一例である。
　第１面Ｂ２２１は、凹部Ｂ２２１ｂと、当該凹部Ｂ２２１ｂよりも第１側Ｂ１００ｚ１
に突出する凸部Ｂ２２１ａとを有する。第２面Ｂ２２２は、凹部Ｂ２２２ｂと、当該凹部
Ｂ２２２ｂよりも第２側Ｂ１００ｚ２に突出する凸部Ｂ２２２ａとを有する。この凹部Ｂ
２２１ｂまたはＢ２２２ｂが本発明に係る「第２シート状部材面状領域が有する凹部」の
一例であり、凸部Ｂ２２１ａまたはＢ２２２ａが本発明に係る「第２シート状部材面状領
域が有する凸部」の一例である。
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　第１面Ｂ２２１の凹部Ｂ２２１ｂおよび凸部Ｂ２２１ａと、第２面Ｂ２２２の凹部Ｂ２
２２ｂおよび凸部Ｂ２２２ａは、第２シートＢ２２０の製造時に熱収縮繊維が縮小するこ
とにより構成される。当該製造過程を経ることによって、第１面Ｂ２２１の凹部Ｂ２２１
ｂおよび凸部Ｂ２２１ａと、第２面Ｂ２２２の凹部Ｂ２２２ｂおよび凸部Ｂ２２２ａはラ
ンダム状に配置される。
【００４９】
（清掃用具の動作に係る説明）
　次に、図１０に基づき第１実施形態に係る清掃用具Ａ１００の動作につき説明を行う。
なお、図１０においては説明の便宜上、保持具Ｃ１００を省略しているが、清掃作業を行
う際には、使用者は、清掃シートＢ１００の保持部Ｂ３００に保持具Ｃ１００の第１延在
部Ｃ１４１と第２延在部Ｃ１４２とを挿入し、清掃用具Ａ１００を構成する。これにより
、湿潤した清掃シートＢ１００を使用者が保持して清掃作業を行う必要を無くすことが可
能となる。
【００５０】
　使用者が把持部Ｃ１６３を把持した状態に置いては、清掃領域Ｂ１２０の第１シートＢ
２１０および第２シートＢ２２０が自重により第１接合部Ｂ４１０を起点として重力方向
に懸下される。この際、第１シートＢ２１０は低剛性部Ｂ２１５を構成し、第２シートＢ
２２０は高剛性部Ｂ２２５を構成するため、低剛性部Ｂ２１５の方が、高剛性部Ｂ２２５
と比して第１側Ｂ１００ｚ１へ大きく湾曲される。当該状態は、第１シートＢ２１０にお
ける清掃シート第２方向Ｂ１００ｘ上の端部と第１接合部Ｂ４１０とを結ぶ直線と積層方
向Ｂ１００ｚとが形成する角度において第１側Ｂ１００ｚ１から臨んだ角度が、第２シー
トＢ２２０における清掃シート第２方向Ｂ１００ｘ上の端部と第１接合部Ｂ４１０とを結
ぶ直線と積層方向Ｂ１００ｚとが形成する角度において第１側Ｂ１００ｚ１から臨んだ角
度よりも小さく構成されるということができる。
　当該構成によって、第１シートＢ２１０と第２シートＢ２２０との接触を抑制すること
ができるため、第１シートＢ２１０と第２シートＢ２２０とが離間される状態を保ちやす
くなる。よって、第１シートＢ２１０と第２シートＢ２２０とが貼り付くことによって、
両シートがともに重力方向に懸下される状態を抑制することが可能となる。
【００５１】
　また、仮に第１シートＢ２１０と第２シートＢ２２０とが接触した場合であっても、第
１シートＢ２１０の第２面Ｂ２１２には凸部Ｂ２１２ａと凹部Ｂ２１２ｂが構成され、第
２シートＢ２２０の第１面Ｂ２２１には凸部Ｂ２２１ａを凹部Ｂ２２１ｂが構成されてい
るため、両者の接触面積が減少されることとなる。よって、第１シートＢ２１０と第２シ
ートＢ２２０とが接触した場合に生ずる両シートの貼り付き状態を回避可能とすることが
できる。なお、凸部Ｂ２１２ａおよび凹部Ｂ２１２ｂと凸部Ｂ２２１ａと凹部Ｂ２２１ｂ
とはともにランダム状に配置されているため、凹部Ｂ２１２ｂに凸部Ｂ２２１ａが入り込
む状態や、凹部Ｂ２２１ｂに凸部Ｂ２１２ａが入り込む状態が回避可能となる。
【００５２】
　当該状態にあっては、使用者は第２側Ｂ１００ｚ２から第１側Ｂ１００ｚ１を臨んだ状
態で清掃シートＣ１００の保持領域Ｂ１１０を目視しつつ、清掃対象の汚れに対して清掃
領域Ｂ１２０の第１シートＢ２１０を当接させる。この際、使用者は、高剛性部Ｂ２２５
（第２シートＢ２２０）により清掃シートＣ１００における清掃シート第２方向Ｂ１００
ｘの長さを確認しつつ作業を進行することが可能となる。さらに、使用者は清掃領域Ｂ１
２０の第１シートＢ２１０が第１接合部Ｂ４１０の近傍に懸下していることを意識可能と
なるため、汚れに対し的確に当該第１シートＢ２１０を押し当てることが可能となる。
【００５３】
　なお、使用者が清掃シートＢ１００を清掃対象に押し当て、把持部Ｃ１６３により清掃
シートＢ１００を操作した場合には、清掃領域Ｂ１２０の短冊部Ｂ２１４、Ｂ２２４が清
掃作業を行う。この際、汚れが薬液により溶解され、短冊部Ｂ２１４、Ｂ２２４により拭
われるが、使用者の操作により短冊部Ｂ２１４、Ｂ２２４同士が絡み合ったり、短冊部Ｂ
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２１４、Ｂ２２４の表裏が反転するなどの挙動を示す。一方、第１シートＢ２１０は第１
面Ｂ２１１に凸部Ｂ２１１ａおよび凹部Ｂ２１１ｂを有し、第２面Ｂ２１２に凸部Ｂ２１
２ａおよび凹部Ｂ２１２ｂを有する。さらに、第２シートＢ２２０は、第１面Ｂ２２１に
凸部Ｂ２２１ａおよび凹部Ｂ２２１ｂを有し、第２面Ｂ２２２に凸部Ｂ２２２ａおよび凹
部Ｂ２２２ｂを有する。よって、清掃作業中に短冊部Ｂ２１４、Ｂ２２４がどのような挙
動を示しても、効率的に汚れを除去することが可能となる。
　以上の通り、第１実施形態に係る清掃用具Ａ１００または清掃シートＢ１００は、清掃
領域Ｂ１２０を効率的に活用することが可能となる。
【００５４】
（第２実施形態）
　次に、第２実施形態に係る清掃用具を図１１に基づき説明する。図１１においては説明
の便宜上、清掃シートＢ１０１を記載し、保持具Ｃ１００の記載を省略する。
　第２実施形態に係る清掃シートＢ１０１は、第１実施形態に係る清掃シートと比して清
掃領域Ｂ１２０の構成が異なる。すなわち、図１１に示す通り、清掃シートＢ１０１の清
掃領域Ｂ１２０は、保持部Ｂ３００の第１側Ｂ１００ｚ１に設けられる第１清掃領域Ｂ１
２１と、保持部Ｂ３００の第２側Ｂ１００ｚ２に設けられる第２清掃領域Ｂ１２２とを有
する。この第１清掃領域Ｂ１２１は本発明に係る「第１清掃領域」の一例であり、第２清
掃領域Ｂ１２２は本発明に係る「第２清掃領域」の一例である。
【００５５】
　清掃シートＢ１０１によれば、第１清掃領域Ｂ１２１が汚れた場合には、第２清掃領域
Ｂ１２２により清掃作業を行うことができる。これによって、清掃シートＢ１０１を効率
的に使用することが可能となる。
【００５６】
　なお、本発明に係る清掃用具Ａ１００または清掃シートＢ１００の構成は、上述の構成
に限るものでは無い。例えば、薬液としてワックス剤を使用することができる。また、使
用者が清掃時に薬液を清掃シートに含浸させることができる。また、保持具Ｃ１００の長
尺部Ｃ１１０は二股状のものでは無く、単一状の構成とすることができる。また、特に保
持領域Ｂ１１０におけるシート状要素は、第１シートＢ２１０と第２シートＢ２２０とを
所望の順序により積層することができる。
【００５７】
　上記発明の趣旨に鑑み、本発明に係る清掃シートおよび清掃用具に関しては、下記の態
様が構成可能である。なお、各態様は、単独で、あるいは互いに組み合わされて用いられ
るだけでなく、請求項に記載された発明と組み合わされて用いられる。
　（態様１）
　清掃対象に対して所定の清掃作業を行うための清掃シートであって、
　シート状要素により構成されるとともに前記所定の清掃作業が行われる清掃領域を有し
、
　前記シート状要素は、複数のシート状部材を積層することにより構成されるとともに、
前記複数のシート状部材が積層される方向である積層方向を規定し、
　前記複数のシート状部材は、第１シート状部材と第２シート状部材とを有するとともに
、前記積層方向において前記第１シート状部材が配置される第１側と、前記第２シート状
部材が配置される第２側とを規定し、
　前記第１シート状部材は、前記第１側に位置する第１表面と、前記第２側に位置する第
１裏面とを有し、
　前記第１裏面は、前記第２側に突出する第１凸部と、前記第１凸部よりも前記第１側に
位置する第１凹部とを有し、
　前記第２表面は、前記第１側に突出する第２凸部と、前記第２凸部よりも前記第２側に
位置する第２凹部とを有することを特徴とする清掃シート。
【００５８】
　（態様２）
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　態様１に記載された清掃シートであって、
　保持具を保持するための保持部を有することを特徴とする清掃シート。
【００５９】
　（態様３）
　態様１または２のいずれか１項に記載された清掃シートであって、
　前記シート状要素は、吸水性不織布により構成されることを特徴とする清掃シート。
【００６０】
　（態様４）
　態様１～３のいずれか１項に記載された清掃シートであって、
　前記第１凸部と前記第２凹部とは互いに重ならないように構成されることを特徴とする
清掃シート。
【００６１】
　（態様５）
　態様１～４のいずれか１項に記載された清掃シートであって、
　前記第１凹部と前記第２凸部とは互いに重ならないように構成されることを特徴とする
清掃シート。
【００６２】
（実施の形態ないし実施例本発明の各構成要素の対応について）
　清掃用具Ａ１００は本発明に係る「清掃用具」の一例である。保持具Ｃ１００は本発明
に係る「保持具」の一例である。清掃シートＢ１００、Ｂ１０１は本発明に係る「清掃シ
ート」の一例である。保持領域Ｂ１１０は本発明に係る「保持領域」の一例である。清掃
領域Ｂ１２０は本発明に係る「清掃領域」の一例である。長尺部Ｃ１１０は本発明に係る
「長尺部」の一例である。把持部Ｃ１６３は本発明に係る「把持部」の一例である。第１
シートＢ２１０は本発明に係る「第１シート状部材」の一例である。第２シートＢ２２０
は本発明に係る「第２シート状部材」の一例である。低剛性部Ｂ２１５は本発明に係る「
低剛性部」の一例である。高剛性部Ｂ２２５は本発明に係る「高剛性部」の一例である。
切込み部Ｂ２１３は本発明に係る「第１シート状部材切込み部」の一例である。短冊部Ｂ
２１４は本発明に係る「第１シート状部材短冊部」の一例である。切込み部Ｂ２２３は本
発明に係る「第２シート状部材切込み部」の一例である。短冊部Ｂ２２４は本発明に係る
「第２シート状部材短冊部」の一例である。第１面Ｂ２１１または第２面Ｂ２１２は本発
明に係る「第１シート状部材面状領域」の一例である。凹部Ｂ２１１ｂまたはＢ２１２ｂ
は本発明に係る「第１シート状部材面状領域が有する凹部」の一例である。凸部Ｂ２１１
ａまたはＢ２１２ａは本発明に係る「第１シート状部材面状領域が有する凸部」の一例で
ある。第１面Ｂ２２１または第２面Ｂ２２２は本発明に係る「第２シート状部材面状領域
」の一例である。凹部Ｂ２２１ｂまたはＢ２２２ｂは本発明に係る「第２シート状部材面
状領域が有する凹部」の一例であり、凸部Ｂ２２１ａまたはＢ２２２ａは本発明に係る「
第２シート状部材面状領域が有する凸部」の一例である。第１清掃領域Ｂ１２１は本発明
に係る「第１清掃領域」の一例である。第２清掃領域Ｂ１２２は本発明に係る「第２清掃
領域」の一例である。
【符号の説明】
【００６３】
　Ａ１００　清掃用具
　Ｂ１００、Ｂ１０１　清掃シート
　Ｂ１００ｘ　清掃シート第２方向
　Ｂ１００ｙ　清掃シート第１方向
　Ｂ１００ｙ１　挿入側
　Ｂ１００ｙ２　離脱側
　Ｂ１００ｚ　積層方向
　Ｂ１００ｚ１　第１側
　Ｂ１００ｚ２　第２側
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　Ｂ１１０　保持領域
　Ｂ１２０　清掃領域
　Ｂ１２１　第１清掃領域
　Ｂ１２２　第２清掃領域
　Ｂ２１０　第１シート（第１シート状部材）
　Ｂ２１１　第１面（第１シート状部材面状領域）
　Ｂ２１１ａ　凸部
　Ｂ２１１ｂ　凹部
　Ｂ２１２　第２面（第１シート状部材面状領域）
　Ｂ２１２ａ　凸部
　Ｂ２１２ｂ　凹部
　Ｂ２１３　切込み部（第１シート状部材切込み部）
　Ｂ２１４　短冊部（第１シート状部材短冊部）
　Ｂ２１５　低剛性部
　Ｂ２２０　第２シート（第２シート状部材）
　Ｂ２２１　第１面（第２シート状部材面状領域）
　Ｂ２２１ａ　凸部
　Ｂ２２１ｂ　凹部
　Ｂ２２２　第２面（第２シート状部材面状領域）
　Ｂ２２２ａ　凸部
　Ｂ２２２ｂ　凹部
　Ｂ２２３　切込み部（第２シート状部材切込み部）
　Ｂ２２４　短冊部（第２シート状部材短冊部）
　Ｂ２２５　高剛性部
　Ｂ３００　保持部
　Ｂ３１０　開口
　Ｂ４１０　第１接合部
　Ｂ４２０　第２接合部
　Ｃ１００　保持具
　Ｃ１１０　長尺部
　Ｃ１２０　先端部
　Ｃ１３０　基部
　Ｃ１４０　延在部
　Ｃ１４１　第１延在部
　Ｃ１４２　第２延在部
　Ｃ１５１　先端側凸部
　Ｃ１５２　基部側凸部
　Ｃ１６０　ハンドル部
　Ｃ１６１　先端部
　Ｃ１６２　後端部
　Ｃ１６３　把持部



(16) JP 6866558 B2 2021.4.28

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(17) JP 6866558 B2 2021.4.28

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(18) JP 6866558 B2 2021.4.28

【図１１】



(19) JP 6866558 B2 2021.4.28

10

フロントページの続き

(72)発明者  須田　朋和
            香川県観音寺市豊浜町和田浜１５３１－７　ユニ・チャーム株式会社テクニカルセンター内

    合議体
    審判長  田村　嘉章
    審判官  尾崎　和寛
    審判官  内田　博之

(56)参考文献  特許第５７４００６７（ＪＰ，Ｂ１）
              特開２０１４－１８３９９３（ＪＰ，Ａ）
              特表２００７－５０７３２４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－３９５８５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A47L 13/20
              A47L 13/16
              A47L 13/17


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

